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熊本県告示第７５７号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

事業所の名称及び所 
在地 

事業者の名称、主た 
る 事 務 所 の 所 在 地 及
び代表者の氏名 

指定年月日
  事業所番号 

指 定 障 害 福
祉 サ ー ビ ス
の種類 

栞 
合 志 市 幾 久 富 １ ６ ５
６番地１００ 

ＮＰＯ法人 栞 
合 志 市 幾 久 富 １ ６ ５
６番地１００ 
藏座 正徳 

平成２０年
 ９月１日

 4312900147 

就 労 移 行 支
援（一般型）
就 労 継 続 支
援Ａ型 

 
 
熊本県告示第７５８号 
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により指定障害
福祉サービス事業者として次の者を指定したので、同法第５１条の規定により公示する。 
  平成２０年８月２６日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫   

第１１７３３号 

平成 20 年 8 月 26 日(火)

（毎週 火･金発行） 

 告  示 
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事業所の名称及び所 
在地 

事業者の名称、主た 
る 事 務 所 の 所 在 地 及
び代表者の氏名 

指定年月日
  事業所番号 

指 定 障 害 福
祉 サ ー ビ ス
の種類 

知 的 障 害 者 更 生 施 設
清香園 
宇 城 市 松 橋 町 竹 崎 １
１１５－１ 

社 会 福 祉 法 人  清 香
会 
宇 城 市 松 橋 町 竹 崎 １
１１５－１ 
山内 豊 

平成２０年
 ９月１日

 4312700224 短期入所 

 
 
熊本県告示第７５９号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名  供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 
(メートル) 備 考 

一般県道 横野矢部線 

上益城郡山都町三ヶ字谷頭 
       ６８８番１地先から 
同所 
       ６０４番地先まで 

 
    68.0 

 
火山砂 

 
２ 供用を開始する期日 平成２０年８月２６日 

 
 
熊本県告示第７６０号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次のとおり道路
の供用を開始する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び供用を開始する区間等 

道路の種類 路 線 名   供 用 を 開 始 す る 区 間  延  長 
(メートル) 備 考 

一般国道 ２１９号 

八代市坂本町荒瀬字合志野山 
      ５３１４番地先から 
同所 
      ５２５７番３地先まで 

 
  101.0 

 
道 路 法
第 ２ ４
条工事 

一般県道 横野矢部線 

上益城郡山都町葛原字徳佛 
      ４７６番地先から 
同所 
      ４６５番１地先まで 

 
  183.0 

 
単道改 

 
２ 供用を開始する期日 平成２０年８月２６日 

 
 
熊本県告示第７６１号 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次のとおり道路
の区域を変更する。 
 その関係図面は、平成２０年８月２６日から６０日間、熊本県土木部道路保全課におい
て一般の縦覧に供する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 道路の種類、路線名及び区域を変更する区間等 
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道路の種類 路 線 名 区 域 を 変 更 す る 区 間 
前
後 

幅 員 
(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 
(ﾒｰﾄﾙ) 備 考 

 6.6 
 ～ 
 29.0 

 235.7 

 
前 

 14.8 
 ～ 
 57.5 

 155.0 

 
一般国道 

 
４４５号 

 
上益城郡御船町大字七滝字入
江 
   ３０１６番１地先から 
同所 
   ５０９０番１地先まで 

後 
 14.8 
 ～ 
 57.5 

 155.0 

 6.0 
 ～ 
 33.2 

 134.4 

 
前 

 12.8 
 ～ 
 40.0 

 169.8 

 
田代御船
線 

 
上益城郡御船町大字木倉字平 
   ４３５７番地先から 
同所 
   ４３６８番１地先まで 

後 
 12.8 
 ～ 
 40.0 

 169.8 

 4.9 
 ～ 
 14.8 

 171.8 
 
前 

 10.5 
 ～ 
 25.0 

 163.2 

 
横野矢部
線 

 
上益城郡御船町大字滝尾字横
野 
   ６１３番地先から 
同町大字滝尾字明王堂 
   ５５９８番地先まで 

後 
 10.5 
 ～ 
 25.0 

 163.2 

 4.2 
 ～ 
 31.0 

1,283.5 

 
前 

 8.0 
 ～ 
 25.0 

 562.0 

 
一般県道 

 
御船甲佐
線 

 
上益城郡御船町大字滝川字川
添 
   ７７６番１地先から 
同町大字滝川字大塚 
   １３９１番１地先まで 

後 
 8.0 
 ～ 
 25.0 

 562.0 

 
旧道移
管 

 
２ 区域を変更する期日 平成２０年８月２６日 
 
 
 
 
 
熊本県公告第５８２号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー東町店 
  熊本市東町二丁目１番１５号   
２ 変更した事項 
  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

 公  告 
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             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後        同 上  青山 好二 
３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８３号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  本山ショッピングプラザ 
  熊本市本山町字原萩１４３－１ 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名（変更箇所は下線部） 
  [変更前] 

         名 称              住 所 代表者の氏名

株式会社ホームセンターサンコー 熊本市東町二丁目1番15号 中山 耕吉 

株式会社イエローハット 東京都大田区北千束二丁目26番11号 二宮 洋 

  [変更後] 

         名 称              住 所  代表者の氏名

株式会社ホームセンターサンコー 熊本市東町二丁目1番15号 青山 好二 

株式会社イエローハット 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号 鍵山 幸一郎

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の住所及び代表者の氏名（変更箇所は下線 
   部） 
  [変更前] 

         名 称              住 所  代表者の氏名

株式会社ホームセンターサンコー 熊本市東町二丁目1番15号 中山 耕吉 

株式会社イエローハット 東京都大田区北千束二丁目26番11号 二宮 洋 

  [変更後] 

         名 称 住 所 代表者の氏名

株式会社ホームセンターサンコー 熊本市東町二丁目1番15号 青山 好二 

株式会社イエローハット 東京都目黒区青葉台二丁目19番10号 鍵山 幸一郎

３ 変更の年月日 
  平成１３年３月１９日（株式会社イエローハット住所変更） 
  平成１６年６月２５日（株式会社イエローハット代表者変更） 
  平成２０年６月２日（株式会社ホームセンターサンコー代表者変更） 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の住所及び代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
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 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８４号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンコーペット＆グリーン本山店 
  熊本市世安町字松手３３－１ほか   
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

            名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

            名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８５号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー東バイパス店 
  熊本市御領二丁目４３９番４号ほか 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

            名 称  代表者の氏名 

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー
株式会社イエローハット 

 中山 耕吉 
 二宮 洋 

 
 
 

 変更後 株式会社ホームセンターサンコー
株式会社イエローハット 

 青山 好二 
 鍵山 幸一郎 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

            名 称  代表者の氏名 

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉  

 変更後             同 上  青山 好二 
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３ 変更の年月日 
  平成１６年６月２５日（株式会社イエローハット代表者変更） 
  平成２０年６月２日（株式会社ホームセンターサンコー代表者変更） 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８６号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンコーグリーン館東バイパス店 
  熊本市御領三丁目４７７番１号ほか   
２ 変更した事項 
  (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後       同 上  青山 好二 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後       同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８７号 
  大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー北部店 
  熊本市飛田三丁目６番５０号 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後       同 上  青山 好二 
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 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後       同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８８号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  あらおシティモール 
  荒尾市緑ヶ丘一丁目１番１号 
２ 変更した事項 
  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び玉名地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５８９号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー天水店   
  玉名市天水町部田見２２６５番１ 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の住所 

     名 称        住 所 

 変更前 株式会社マルエイ 玉名市横島町横島３８８８番地３ 

 変更後     同  上 玉名市松木１０番地１４ 
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 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
 (1) 平成２０年４月８日 
 (2) 平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者の住所及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び玉名地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５９０号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー鏡店・ファースト文庫鏡店 
  八代市鏡町内田進来５１５ほか 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

  (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び八代地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５９１号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  ホームセンターサンコー本渡店 
  天草市本渡町本戸馬場８３７番１ 
２ 変更した事項 
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  大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び天草地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５９２号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンロード免田店   
  球磨郡あさぎり町免田東１２５３番地１ほか 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名 

     名 称       住 所 代表者の氏名

 変更前 サンロード株式会社 球磨郡錦町大字西字打越715番の1  藤田 勲 

 変更後     同  上 球磨郡錦町大字西字打越715番地32  尾方 春敏 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

            名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
 (1) 平成１８年１２月１日（代表者変更） 
   平成１９年５月２４日（住所変更） 
 (2) 平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者の住所・代表者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び球磨地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５９３号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンロード湯前店   
  球磨郡湯前町字松原２２１４番地ほか 
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２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の住所及び代表者の氏名 

       名 称       住 所 代表者の氏名

 変更前 サンロード株式会社 球磨郡錦町大字西字打越715番の1  藤田 勲 

 変更後     同  上 球磨郡錦町大字西字打越715番地32  尾方 春敏 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

            名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
 (1) 平成１８年１２月１日（代表者変更） 
   平成１９年５月２４日（住所変更） 
 (2) 平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者の住所・代表者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び球磨地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 

 
 
熊本県公告第５９４号 
 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による届出があ
ったので、同条第３項の規定により、次のとおりその概要を公告し、当該届出を縦覧に供
する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 
  サンロードシティ 
  球磨郡錦町西字打越７１５番１ほか 
２ 変更した事項 
 (1) 大規模小売店舗を設置する者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

 (2) 大規模小売店舗において小売業を行う者の代表者の氏名 

             名 称 代表者の氏名

 変更前 株式会社ホームセンターサンコー  中山 耕吉 

 変更後         同 上  青山 好二 

３ 変更の年月日 
  平成２０年６月２日 
４ 変更する理由 
  設置者及び小売業者の代表者変更のため 
５ 届出年月日 
  平成２０年７月２４日 
６ 届出の縦覧場所及び縦覧期間 
 (１) 縦覧場所 
    熊本県商工観光労働部商工政策課及び球磨地域振興局総務振興課 
 (２) 縦覧期間 
    平成２０年８月２６日から平成２０年１２月２６日まで 
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熊本県公告第５９５号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  宇土市本町五丁目字本五丁目１２番、同１４番及び同１３番の一部並びに同新小路町 
 字小路裏１番、同２番、同３番３、同４番２及び同５番１並びに里道及び水路の一部 

３，５４２．１０平方メートル 
２ 開発を受けた者の住所及び氏名（名称） 
  宇土市本町六丁目７番地 
  医療法人社団金森会 

 
 
熊本県公告第５９６号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  合志市豊岡字拾八町２２２４番１及び同２２２４番３１ 
  １５，４０７．１１平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  熊本市江津一丁目１５番６号 
  株式会社横田産業 

 
 
熊本県公告第５９７号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為が完了
したので、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 
  平成２０年８月２６日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 
  菊池市野間口字待塚３４１番２、同３４２番１、同３４２番２、同３４３番、同３４
４番、同３４５番、同３４６番、同３７８番１及び法定外公共物道路の一部 
  ４，９７０．０３平方メートル 
２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
  菊池市北宮１８３番地２ 
  有限会社旭総合メンテナンス 
  菊池市木柑子丸畑１３０４番地 
  有限会社旭衛生舎 

 
 
熊本県公告第５９８号 
 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定による道路の位
置の指定を次のとおり行った。 
  平成２０年８月２０日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 築造者の住所 球磨郡錦町大字西９６番地９ 
２ 築造者の氏名 有限会社小田工務店 
３ 道路の位置 人吉市西間下町字花切１０１６番１９ 
４ 道路の幅員 ４．５０メートルから４．５１メートルまで 
５ 道路の延長 １８．９５メートル 
６ 指定年月日 平成２０年８月１４日 
７ 指定番号 球磨企調第１１号 
 
 
 
 
熊本県男女共同参画審議会公告第２２号 
 熊本県男女共同参画審議会の会議を次のとおり開催します。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおりです。 
  平成２０年８月２６日    
                         熊本県総務部長 
 
１ 開催日時 
  平成２０年９月２日（火） 

 登載依頼 
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  午後１時３０分から午後４時００分まで 
２ 開催場所 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号   
  熊本県庁行政棟本館５階審議会室 
３ 議事 
 （１）熊本県男女共同参画計画に基づく平成１９年度施策の実施状況について 
 （２）熊本県ＤＶ対策基本計画改定（素案）について 
 （３）その他 
４ 傍聴者の定員 
  １０人 
５ 傍聴手続 
 （１）傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、受付の上 
会議の会場に入ることができます。 
 （２）傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了します。 
６ 問い合わせ先 
  熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
  熊本県男女共同参画審議会事務局（熊本県総務部男女共同参画・パートナーシップ推 
  進課） 
  （電話 ０９６－３３３－２２８７） 


